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告 示

島根県告示第113号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、平成30年２月21日付けで県営土地改良事業に係

る雲南北地区（日向工区）の換地処分をしたので、同条第10項において読み替えて準用する同法第54条第４項の規定によ

り告示する。

平成30年３月６日

島根県知事職務代理者

島根県副知事 藤 原 孝 行

島根県告示第114号

次の森林を保安林予定森林としたから、森林法(昭和26年法律第249号)第30条の２第１項の規定により告示する。

平成30年３月６日

島根県知事職務代理者

島根県副知事 藤 原 孝 行

１ 保安林予定森林の所在場所

大田市川合町忍原字小山イ372からイ374まで、イ375－１、イ375－２、イ376、イ377－１、イ377－２、イ378、イ

379－１、イ379－２、イ380－１、イ380－２、イ381からイ384まで、イ385－２、イ385－３、イ386－２、イ387、イ

396、イ938、イ939、イ1173－１、イ1174－１、字藤床イ388、イ389－１、イ389－２、イ390－１からイ390－３まで、

イ391からイ395まで、イ397、イ1171－１、イ1171－２、イ1172－１からイ1172－４まで、字長畑イ1175－１、イ1175

－２、字堂床イ1176

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び大田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

島根県告示第115号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区につい

て、同法第112条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第112条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

平成30年３月６日

島根県知事職務代理者

島根県副知事 藤 原 孝 行
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仁摩町加入区（漁業協同組合ＪＦしまね）

島根県告示第116号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条第

４項の規定により告示する。

平成30年３月６日

島根県知事職務代理者

島根県副知事 藤 原 孝 行

調査を行った時期 調査を行った地域 認証年月日
調査を行っ 成果の名称

た者の名称 地籍図 地籍簿

松江市 平成27年度～29年度 ７枚 １冊 東忌部⑬ 平成30年２月26日

浜田市 平成27年度～29年度 60枚 １冊 追原３ 平成30年２月26日

安来市 平成27年度～28年度 10枚 １冊 梶福留４ 平成30年２月26日

美郷町 平成24年度～28年度 57枚 １冊 志君① 平成30年２月26日

美郷町 平成25年度～28年度 22枚 １冊 河木谷 平成30年２月26日

美郷町 平成26年度～28年度 32枚 １冊 河木谷② 平成30年２月26日
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